
広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号 

 
広
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
条
例
第
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
統
計
調

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
三
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

一

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

広
島
県
（
広
島
県
歯
科
衛
生
連
絡
協
議
会
に
委
託
し
て
実
施
） 

二

調
査
の
名
称 

 
 

広
島
県
歯
科
保
健
実
態
調
査 

三

調
査
の
目
的 

 
 

広
島
県
の
歯
科
保
健
状
況
を
把
握
し
、
八
〇
二
〇
運
動
（
歯
科
保
健
推
進
事
業
）
の
取
組
の
効
果
に
つ

い
て
の
検
討
や
、
広
島
県
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
計
画
に
お
い
て
設
定
し
た
目
標
の
達
成
度
の
判

定
を
行
い
、
今
後
の
歯
科
保
健
医
療
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

四

調
査
対
象
の
範
囲 

広
島
県
に
居
住
す
る
令
和
四
年
七
月
一
日
現
在
で
満
十
五
歳
以
上
の
者 

五

報
告
を
求
め
る
事
項 

広
島
県
歯
科
保
健
実
態
調
査
は
、
「
歯
及
び
口
腔
に
関
す
る
意
識
調
査
」
と
「
歯
及
び
口
腔
の
状
況
調

査
」
と
し
、
次
の
事
項
を
調
査
す
る
。 

１

歯
及
び
口
腔
に
関
す
る
意
識
調
査 

 

基
本
情
報
（
住
所
・
年
齢
・
性
別
）
、
歯
み
が
き
の
状
況
、
歯
科
健
診
の
受
診
状
況
、
歯
石
除
去
の

状
況
、
歯
み
が
き
の
個
人
指
導
の
状
況
、
か
か
り
つ
け
歯
科
医
の
状
況
、
顎
関
節
の
状
況
等 

２

歯
及
び
口
腔
の
状
況
調
査 

基
本
情
報
（
住
所
・
年
齢
・
性
別
）
、
歯
の
状
況
、
補
綴
物
の
状
況
、
歯
肉
の
状
況
等 

六

報
告
を
求
め
る
事
項
の
基
準
と
な
る
期
日 

１

歯
及
び
口
腔
に
関
す
る
意
識
調
査 

調
査
票
記
入
日
現
在
（
令
和
四
年
十
月
十
三
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
任
意
の
一
日
） 

２

歯
及
び
口
腔
の
状
況
調
査 

診
査
日
現
在
（
令
和
四
年
十
月
十
三
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
任
意
の
一
日
） 

七

報
告
を
求
め
る
者 

１ 

県
内
を
、
二
次
保
健
医
療
圏
域
（
広
島
二
次
保
健
医
療
圏
域
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
域
、
海
田
地
域
、

芸
北
地
域
の
三
地
域
に
よ
り
構
成
）
を
基
準
と
し
た
九
地
域
に
分
割
し
、
令
和
四
年
国
民
生
活
基
礎
調

査
調
査
地
区
よ
り
、
一
地
域
に
つ
き
二
地
区
以
上
を
無
作
為
抽
出
し
た
二
十
九
調
査
地
区
に
居
住
す
る

者
（
以
下
「
調
査
対
象
者
」
と
い
う
。
） 

２

協
力
歯
科
医
療
機
関
を
受
診
し
た
者

八

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

１

歯
及
び
口
腔
に
関
す
る
意
識
調
査 



㈠ 

調
査
対
象
者
に
対
し
て
、
郵
送
に
よ
り
調
査
票
を
送
付
し
、
自
記
回
答
後
、
郵
送
又
は
ウ
ェ
ブ
に 

よ
り
回
収
す
る
。 

 

㈡ 
協
力
医
療
機
関
を
受
診
し
た
者
に
対
し
て
調
査
票
へ
の
回
答
を
依
頼
し
、
そ
の
場
で
又
は
ウ
ェ
ブ

に
よ
り
回
収
す
る
。 

２ 

歯
及
び
口
腔
の
状
況
調
査 

㈠ 

調
査
対
象
者
が
居
住
す
る
地
区
及
び
そ
の
近
辺
の
指
定
歯
科
医
療
機
関
に
お
い
て
、
歯
科
健
康
診

査
を
実
施
す
る
。 

 
 

㈡ 

協
力
歯
科
医
療
機
関
を
受
診
し
た
者
に
対
し
て
協
力
を
依
頼
し
、
歯
科
健
康
診
査
を
実
施
す
る
。 

九 

報
告
を
求
め
る
期
間 

 

１ 

調
査
の
周
期 

 
 
 

概
ね
五
年
ご
と 

 

２ 

調
査
の
実
施
期
間 

 
 
 

令
和
四
年
十
月
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 


